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議案第１５号 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 

 各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

   令和 ５ 年 ２ 月２８日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例（昭和３１年日出町条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「加算額」を「能率給」に改め、同項に次のただし書を加え

る。 

ただし、これにより難い場合は、翌月の末日までに支給することができる。 

別表第１報酬の額の欄中「加算額」を「能率給」に改め、「ただし、月額７,

０００円を上限とする。」を削る。 

別表第４報酬の額の欄中「加算額」を「能率給」に改め、「ただし、月額７,

０００円を上限とする。」を削る。 

 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

理  由 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）に基づく農地利用の
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最適化に係る活動を実施するにあたり、農業委員会委員等に能率給の支給を行

うため、条例を改正したいので提出する。 


